
認定こども園岩崎保育園運営規程 

 

（施設の目的及び運営の方針） 

第１条 社会福祉法人 洗心会が設置する保育所型認定こども園岩崎保育園(以下本園)は就学前

の教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に基

づき、義務教育及びその後の教育を培うものとして満 3 歳以上の子どもに対する教育並びに保

育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られ

るよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支

援を行うことを目的とする。 

２ 本園は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）及び子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）その他の関係法令を遵守して運営する。 

 

（提供する教育・保育の内容） 

第２条 本園の教育課程その他の教育・保育の内容は、認定こども園教育・保育要領(平成 26 年

内閣府文部科学省・厚生労働省告示第 1 号)に示された五領域(健康、人間関係、環境、言葉、表

現)のねらいが達成されるよう、総合的に指導する。 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第３条 本園に次の職員を置く。 

職 種 員 数 職務の内容 

(1) 園 長 1名 運営の統括 

(2) 副園長 1名 園長補佐 

(3) 主幹保育教諭 2名 保育の計画・指導など 

(4) 保育教諭 9名以上 保育実践 

(5) 事務職員 1名 事務作業 

(6) 園 医 1名 園児の健康診断・健康指導 

(7) 園歯科医 1名 園児の歯科検診・歯科衛生指導 

(8)調理員 3名 園児の給食調理・食育指導 

   

 

２ 前項の職員の職務は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律、その他の関係法令の定めるところによる。 

 

 

 

 

 



（教育・保育を行う日及び時間等） 

第４条 本園の教育・保育を行う日及び時間等は、次のとおりとする。 

(1) 教育(1号認定の幼児) 

教育を行う期間等は、原則として次のとおりとする。 

1学年の教育週数   39週以上 

1週の教育日数     5日 

1日の教育時間数 9時 00分～16時 00分の 7時間を原則とする。 

 

(2) 教育及び保育(2号認定の幼児、3号認定の乳幼児) 

教育及び保育時間及び開所時間は、原則として次のとおりとする。 

教育及び保育時間  11時間 

開所時間      保育標準時間   7時 00分～18時 00分 

            保育短時間    9時 00分～17時 00分 

 

（保育料等） 

第５条 本園においては、北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例（平成２６年条例第５４号）第１４条第１項により、園児の居住する市町村が定め

る額の基本保育料を保護者から徴収する。 

 

2 本園においては、北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例第１４条第４項により、次のとおり実費を徴収する。 

(1)給食食材費＋主食費  

1号認定の幼児 月額 5,400円 

2号認定の幼児 月額 6,700円 

(2)その他本園の利用において通常必要とされるものに係る費用で保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

3 前項の実費については、書面に於いて保護者に事前に説明する。 

 

（子どもの区分ごとの利用定員） 

第６条 本園の子ども・子育て支援法第３１条第１項の利用定員は、次のとおりとする。 

(１)教育標準時間の認定を受けた園児 15人 

(２)保育時間の認定を受けた園児のうち満３歳以上の者 60人 

(３)保育時間の認定を受けた園児のうち満３歳未満の者 60人 

（利用の開始及び終了に関する事項等） 

第７条 本園の入園、退園、休園、等に関する事項は、次の定めるとおりとする。 

 

２ 利用の申込みのあった教育標準時間の認定を受けた者と現に本園を利用している教育標準時

間の認定を受けた園児の総数が利用定員の総数を超える場合については、北九州市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第７条第２項により、抽選、申込



みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保

護者に明示した公正な方法により選考する。 

 

３ 前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただし、

保育時間の認定を受けた者については、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条に基づ

き市町村が行う利用の調整に従い決定される。 

 

４ 本園は、保育時間の認定を受けた園児の利用について市町村が行う利用の調整及び要請に対

し、北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第８条に

より、できる限り協力する。 

 

５ 退園又は休園しようとする者は、所定の様式にその理由と時期を記して保護者から園長に届

け出るものとする。 

 

６ 園長は保育料を３か月以上滞納し、督促にも応じない際は退園させることができる。支払い

の意思があり、やむを得ないと園長が判断した場合にはこの限りではない。 

 

（緊急時における対応方法及び非常災害対策） 

第８条 本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法（昭和３３年法律第５

６号）第２７条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第２９条第１項の

規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。 

 

２ 本園は、学校保健安全法及び北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例第３３条に従って、市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関と

の連携を図る。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第９条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。 


